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○ 小田原市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（赤字下線部は変更箇所） 

 

変 更 後 変 更 前 

３．中心市街地活性化の目標 

［１］～［２］略 

（１）①～③ 略 

④お城通り地区再開発事業（社会資本総合整備計画） 

お城通り地区再開発事業は、神奈川県と本市で策定した『広域交流拠点整備構想』（平成 11年 3月）において優先的に

整備すべき事業として「事業優先区域」に位置付けられ、平成 22（2010）年 6月にお城通り地区再開発事業に係る事業者

意向調査を実施、8 月にお城通り地区再開発事業に係る『基本的な事業化方針』を決定、10 月に『小田原駅東口お城通り

地区再開発事業基本構想』を策定した。それらに基づき、平成 27（2015）年度の事業完了を目指し、立体駐車場と公共・

公益施設（会議室、活動スペース等）などからなる駐車場施設ゾーンと商業・業務施設と公共・公益施設（コンベンショ

ン機能等）などからなる広域交流施設ゾーンを整備することとしている。 

 

※図表（略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他 

の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

清閑亭保存整備活用

事業（清閑亭の整備） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

清閑亭保存整備活用

事業（清閑亭周辺散

策路整備） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

清閑亭保存整備活用

事業（藤棚広場整備） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

清閑亭活用事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原文学館整備事

業（施設等整備改修） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原文学館整備事

業（庭園整備） 

（略） （略） （略） （略） 

３．中心市街地活性化の目標 

［１］～［２］略 

（１）①～③ 略 

④お城通り地区再開発事業（社会資本総合整備計画） 

お城通り地区再開発事業は、神奈川県と本市で策定した『広域交流拠点整備構想』（平成 11年 3月）において優先的に整

備すべき事業として「事業優先区域」に位置付けられ、平成 22（2010）年 6月にお城通り地区再開発事業に係る事業者意向

調査を実施、8 月にお城通り地区再開発事業に係る『基本的な事業化方針』を決定、10 月に『小田原駅東口お城通り地区再

開発事業基本構想』を策定した。それらに基づき、平成 27（2015）年度の事業完了を目指し、立体駐車場と公共・公益施設

などからなる駐車場施設ゾーンと商業・業務施設と公共・公益施設などからなる広域交流施設ゾーンを整備することとして

いる。 

 

※図表（略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他 

の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

清閑亭保存整備活用

事業（清閑亭の整備） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

清閑亭保存整備活用

事業（清閑亭周辺散

策路整備） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

清閑亭保存整備活用

事業（藤棚広場整備） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

清閑亭活用事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原文学館整備事

業（施設等整備改修） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原文学館整備事

業（庭園整備） 

（略） （略） （略） （略） 
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【事業名】 

街かど博物館活用事

業  

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

歴史的風致形成建造

物等整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原散策マップ等

作成事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

銀座・竹の花周辺地

区におけるまちなみ

環境の向上 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

史跡小田原城跡本

丸・二の丸整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

史跡小田原城跡八幡

山古郭・総構整備事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

緊急輸送路沿い建築

物耐震診断事業費補

助事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

計画的な維持管理に

よる安全・安心な道

路環境の確保（市道

0002号改修事業） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

都市廊（もてなしの

道路空間づくり事

業） 

【事業内容】 

民地歩道（セットバ

ック）の活用や駐輪

場、バス停の整備に

より、ゆとりある道

路空間を形成する。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

 

小田原市、

民間事業

者 

小田原駅周辺の恵まれた自然、歴史

環境を活かし、回遊性や利便性、地域

コミュニティの再生などに配慮した、

歩いて楽しい、快適で魅力的な街なか

空間づくりを進める。 

街なか緑化も含め、快適で魅力的な

街なか空間づくりを進めることは、“訪

れたくなる・歩きたくなるまち” の実

現に必要である。 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（小田原

駅周辺歩行者ネ

ットワーク計画

策定事業） 

【実施時期】 

平成 26～28年度 

 

 

【事業名】 

街かど博物館活用事

業  

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

歴史的風致形成建造

物等整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原散策マップ等

作成事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

銀座・竹の花周辺地

区におけるまちなみ

環境の向上 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

史跡小田原城跡本

丸・二の丸整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

史跡小田原城跡八幡

山古郭・総構整備事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

緊急輸送路沿い建築

物耐震診断事業費補

助事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

計画的な維持管理に

よる安全・安心な道

路環境の確保（市道

0002号改修事業） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）から移設 
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【事業名】 

下水道総合地震対策

事業及び下水道長寿

命化計画事業 

【事業内容】 

中心市街地約 50haの

下水管の整備を行

う。 

【実施時期】 

平成 22～30年度 

小田原市 地震被害対策として、第十七号汚水

幹線（中心市街地を東西に横断する）

の更生工事を実施するとともに、重要

な下水管路の耐震化及び、その他管路

の効果的な維持延命工事を実施する。 

この事業は、安全・安心な生活環境

に寄与することから、“住みたくなる・

暮らしやすいまち”の実現に必要であ

る。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（下水道

施設保全事業） 

【実施時期】 

平成 26～30年度 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

（３）に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【事業名】 

お堀周辺散策路整備

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

景観形成修景事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

天守閣耐震補強事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

城址公園植栽管理事

務 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

保存樹・保存樹林奨

励金交付事業 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設 

 

 

 

    

（４）から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

都市廊（もてなしの

道路空間づくり事

業） 

【事業内容】 

民地歩道（セットバ

ック）の活用や駐輪

場、バス停の整備に

より、ゆとりある道

路空間を形成する。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

小田原市、

民間事業

者 

小田原駅周辺の恵まれた自然、歴史

環境を活かし、回遊性や利便性、地域

コミュニティの再生などに配慮した、

歩いて楽しい、快適で魅力的な街なか

空間づくりを進める。 

街なか緑化も含め、快適で魅力的な

街なか空間づくりを進めることは、“訪

れたくなる・歩きたくなるまち” の実

現に必要である。 

  

  

【事業名】 

お堀周辺散策路整備

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

景観形成修景事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

天守閣耐震補強事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

城址公園植栽管理事

務 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

保存樹・保存樹林奨

励金交付事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

公共下水道第十七号

汚水幹線管路更生事

業 

小田原市 地震被害対策として、第十七号汚水

幹線（中心市街地を東西に横断する）

の更生工事を実施する。 

この事業は、安全・安心な生活環境
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【事業名】 

津波避難施設指定事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市街地沿道ほか草花

等配布事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

上水道老朽管更新事

業 

（略） （略） （略） （略） 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

お城通り地区再開発

事業 

【事業内容】 

広域交流施設ゾーン

は、商業・業務施設

と公共・公益施設（コ

ンベンション機能

等）による複合集客

施設及び広場の整備

を図る。 

駐車場施設ゾーン

は、立体駐車場の整

備と、駐車場施設の 1

階部分に公共・公益

施設（会議室、活動

スペース等）などを

配置する。 

【実施時期】 

平成 23～27年度  

（一財）小田

原市事業協

会、民間事業

者 

お城通り地区再開発事業について

は、神奈川県と小田原市で策定した

『広域交流拠点整備構想』の中で、

優先的に整備すべき事業として「事

業優先区域」に位置付けられている。 

同事業は、駐車場施設ゾーンの整

備（駐車台数 350 台程度を目途に確

保、公共・公益施設（会議室、活動

スペース等）などの配置）及び広域

交流施設ゾーンの整備（商業・業務

と公共・公益（コンベンション機能

等）の複合集客施設と広場の整備）

を推進することで、小田原駅周辺地

区に求められている広域的な人・も

の・情報などの交流拠点としての役

割を担い、その交流の場を支える都

市機能の整備を図るとともに、中心

市街地の活性化に寄与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”と“住みたくなる・

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎわ

い再生事業） 

【実施時期】 

平成 25～27年度 

 

 

 

 

 

【事業内容】 

下水管の整備を行

う。 

総延長:1,900m 

直径:500㎜～800㎜ 

【実施時期】 

平成 22～26年度 

に寄与することから、“住みたくなる・

暮らしやすいまち”の実現に必要であ

る。 

【事業名】 

津波避難施設指定事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市街地沿道ほか草花

等配布事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

上水道老朽管更新事

業 

（略） （略） （略） （略） 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

お城通り地区再開発

事業 

【事業内容】 

広域交流施設ゾーン

は、商業・業務施設

と公共・公益施設に

よる複合集客施設及

び広場の整備を図

る。 

駐車場施設ゾーン

は、立体駐車場の整

備と、駐車場施設の 1

階部分に公共・公益

施設などを配置す

る。 

【実施時期】 

平成 23～27年度  

（一財）小田

原市事業協

会、民間事業

者 

お城通り地区再開発事業について

は、神奈川県と小田原市で策定した

『広域交流拠点整備構想』の中で、

優先的に整備すべき事業として「事

業優先区域」に位置付けられている。 

同事業は、駐車場施設ゾーンの整

備（駐車台数 350 台程度を目途に確

保、公共・公益施設などの配置）及

び広域交流施設ゾーンの整備（商

業・業務と公共・公益の複合集客施

設と広場の整備）を推進することで、

小田原駅周辺地区に求められている

広域的な人・もの・情報などの交流

拠点としての役割を担い、その交流

の場を支える都市機能の整備を図る

とともに、中心市街地の活性化に寄

与する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”と“住みたくなる・

暮らしやすいまち”の実現に必要で

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎわ

い再生事業） 

【実施時期】 

平成 25～27年度 
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暮らしやすいまち”の実現に必要で

ある。 

※社会資本総合整備計画「小田原の

豊かな地域資源を生かした、まち

のにぎわいと回遊性の向上」の基

幹事業（小田原駅周辺地区暮ら

し・にぎわい再生事業） 

【事業名】 

小田原地下街再生事

業 

【事業内容】 

地域の魅力やその情

報を発信するととも

に、地域の素材を活

かした商品の販売な

どにより、市内への

回遊拠点と地域経済

振興の拠点として、

地下街を再生する。 

【実施時期】 

平成 23～27年度 

小田原市 昭和51年に開業した小田原地下街

は、平成 19年 6月末をもって商業施

設の営業が停止し、現在は公共地下

歩道機能のみとなっている。長年、

小田原駅前の顔として、また中心市

街地の核となる商業施設として市民

に親しまれてきた施設であり、にぎ

わいのあるまちづくりには欠くこと

のできない施設である。 

中心市街地の活性化及び地域経済

振興の戦略拠点施設として、地域資

源の活用や回遊性の向上など、新し

い価値を備えた公共空間を創出する

ための施設として再生を目指す。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”と“住みたくなる・

暮らしやすいまち”の実現に必要で

ある。 

〔施設概要〕 

施設名：小田原地下街 

階数：地上 3階、地下 2階 

構造：耐火構造 

敷地面積：6,531 ㎡ 

延床面積：7,983 ㎡ 

施設用途：地域交流施設（情報セン

ター、屋内公開広場等）、

商業施設 

※社会資本総合整備計画「小田原の

豊かな地域資源を生かした、まち

のにぎわいと回遊性の向上」の基

幹事業（小田原駅周辺地区暮ら

し・にぎわい再生事業） 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎわ

い再生事業） 

【実施時期】 

平成 23～27年度 

（略） 

【事業名】 

芸術文化創造センタ

ー整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

 

（２）②略 

ある。 

※社会資本総合整備計画「小田原の

豊かな地域資源を生かした、まち

のにぎわいと回遊性の向上」の基

幹事業（小田原駅周辺地区暮ら

し・にぎわい再生事業） 

 

【事業名】 

小田原地下街再生事

業 

【事業内容】 

地域の魅力やその情

報を発信するととも

に、地域の素材を活

かした商品の販売な

どにより、市内への

回遊拠点と地域経済

振興の拠点として、

地下街を再生する。 

【実施時期】 

平成 23～27年度 

小田原市 昭和51年に開業した小田原地下街

は、平成 19年 6月末をもって商業施

設の営業が停止し、現在は公共地下

歩道機能のみとなっている。長年、

小田原駅前の顔として、また中心市

街地の核となる商業施設として市民

に親しまれてきた施設であり、にぎ

わいのあるまちづくりには欠くこと

のできない施設である。 

中心市街地の活性化及び地域経済

振興の戦略拠点施設として、地域資

源の活用や回遊性の向上など、新し

い価値を備えた公共空間を創出する

ための施設として再生を目指す。 

この事業は、“訪れたくなる・歩き

たくなるまち”と“住みたくなる・

暮らしやすいまち”の実現に必要で

ある。 

〔施設概要〕 

施設名：小田原地下街 

階数：地上 3階、地下 2階 

構造：耐火構造 

敷地面積：6,531 ㎡ 

延床面積：7,983 ㎡ 

施設用途：地域交流施設、商業施設 

※社会資本総合整備計画「小田原の

豊かな地域資源を生かした、まち

のにぎわいと回遊性の向上」の基

幹事業（小田原駅周辺地区暮ら

し・にぎわい再生事業） 

 

 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金 

（暮らし・にぎわ

い再生事業） 

【実施時期】 

平成 23～27年度 

（略） 

【事業名】 

芸術文化創造センタ

ー整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

 

（２）②略 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

お城通り緑化歩道整

備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

情報案内板設置事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

芸術文化活動活性化

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

芸術文化創造活動担

い手育成事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

誘導サイン等設置事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

おだぴよ子育て支援

センター運営事業 

【事業内容】 

子育て支援センター

を開設し、育児相談、

子育て広場の運営を

行うとともに、子育

て情報を発信する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

小田原市  小田原駅西口から徒歩 3 分の立地

にある子育て拠点としての役割を担

う施設で、親子で自由に過ごすこと

やお母さんのリフレッシュ、仲間づ

くりができるコミュニティなど、立

地を活かした利用しやすい都市型子

育て支援施設として、“住みたくな

る・暮らしやすいまち”の実現に必

要である。 

【支援措置】 

保育緊急確保事

業費補助金 

安心こども交付

金事業費補助金 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他 

の事項 

（３）に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

お城通り緑化歩道整

備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

情報案内板設置事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

芸術文化活動活性化

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

芸術文化創造活動担

い手育成事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

誘導サイン等設置事

業 

（略） （略） （略） （略） 

（４）から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他 

の事項 

【事業名】 

おだぴよ子育て支援

センター運営事業 

【事業内容】 

子育て支援センター

を開設し、育児相談、

子育て広場の運営を

行うとともに、子育

て情報を発信する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

小田原市  小田原駅西口から徒歩 3 分の立地

にある子育て拠点としての役割を担

う施設で、親子で自由に過ごすこと

やお母さんのリフレッシュ、仲間づ

くりができるコミュニティなど、立

地を活かした利用しやすい都市型子

育て支援施設として、“住みたくな

る・暮らしやすいまち”の実現に必

要である。 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行

う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

中心市街地におけ

る優良建築物等の

整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

地震被害軽減化促

進事業 

【事業内容】 

危険な塀などの撤

去及び撤去に伴う

生垣の築造や木造

住宅の耐震診断、耐

震設計、工事監理及

び耐震改修工事に

対する経費の一部

を補助する。 

【実施時期】 

平成 8年度～ 

小田原市  危険な塀などの撤去及び撤去に伴

う生垣の築造や木造住宅の耐震診

断、耐震設計、工事監理及び耐震改

修工事に対する経費の一部を補助

し、地震被害を軽減化していく。 

この事業により、地震に強い安全

なまちづくりを推進することが期待

できることから、“住みたくなる・暮

らしやすいまちづくり”の実現に必

要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（住宅建

築物安全ストッ

ク形成事業） 

【実施時期】 

平成 25～29年度 

 

 

【事業名】 

おだぴよ子育て支

援センター運営事

業 

【事業内容】 

子育て支援センタ

ーを開設し、育児相

談、子育て広場の運

営を行うとともに、

子育て情報を発信

する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

小田原市  おだぴよ子育て支援センターは、

小田原駅西口から徒歩 3 分の立地に

ある子育て拠点としての役割を担う

施設で、親子で自由に過ごすことや

お母さんのリフレッシュ、仲間づく

りができるコミュニティなど、立地

を活かした利用しやすい都市型子育

て支援施設として、“住みたくなる・

暮らしやすいまち”の実現に必要で

ある。 

【支援措置】 

保育緊急確保事

業費補助金 

安心こども交付

金事業費補助金 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

 

再掲 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 （略） （略） （略） （略） 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う

居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

中心市街地におけ

る優良建築物等の

整備事業 

（略） （略） （略） （略） 

（４）から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び 

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

【事業名】 （略） （略） （略） （略） 
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都市廊（住みよい居住

空間づくり事業） 

【事業名】 

はつらつ健康相談事業 

【事業内容】 

心身の健康や生活習慣

病などに関する個別の

相談に応じ、生活改善

のための指導及び助言

を行う。 

【実施時期】 

平成 14年度～ 

小田原市 地域に出向き、健康おだわら普及員の

協力を得ながら、身近な公民館などで、

血圧、体脂肪、血管年齢測定などの簡単

な健康チェックや健康相談を行う。 

この事業により、地域ぐるみで健康づ

くりへの意識を高めることで快適に暮

らせる住環境の形成が期待できること

から、“住みたくなる・暮らしやすいま

ちづくり”の実現に必要である。 

【支援措置】 

市町村健康事

業費補助金 

【実施時期】 

平成25～29年

度 

 

 

【事業名】 

共に育ち合う子育てに

やさしいまちづくり事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

地域防災事業 

【事業内容】 

自主防災組織の強化の

推進を図る。 

【実施時期】 

平成 5年度～ 

自主防災組

織、小田原市 

自主防災組織に対する防災資機材の

購入の補助や自治会連合会に対する防

災訓練の補助を実施し、地域防災力の強

化を図る。 

この事業により、地域住民自らが自

助・共助の精神を養い、防災対策に取り

組むことで、災害に強い地域の形成が期

待できることから、“住みたくなる・暮

らしやすいまちづくり”の実現に必要で

ある。 

【支援措置】 

神奈川県市町

村地震防災対

策緊急推進事

業費補助金 

【実施時期】 

平成25年度～ 

 

 

（３）に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【事業名】 

防災マップ作成事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

津波避難施設指定事業 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設     

都市廊（住みよい居住

空間づくり事業） 

【事業名】 

はつらつ健康相談事業 

【事業内容】 

心身の健康や生活習慣

病などに関する個別の

相談に応じ、生活改善

のための指導及び助言

を行う。 

【実施時期】 

平成 14年度～ 

小田原市 地域に出向き、健康おだわら普及員の

協力を得ながら、身近な公民館などで、

血圧、体脂肪、血管年齢測定などの簡単

な健康チェックや健康相談を行う。 

この事業により、地域ぐるみで健康づ

くりへの意識を高めることで快適に暮

らせる住環境の形成が期待できること

から、“住みたくなる・暮らしやすいま

ちづくり”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

共に育ち合う子育てに

やさしいまちづくり事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

地域防災事業 

【事業内容】 

自主防災組織の強化の

推進を図る。 

【実施時期】 

平成 5年度～ 

自主防災組

織、小田原市 

自主防災組織に対する防災資機材の

購入の補助や自治会連合会に対する防

災訓練の補助を実施し、地域防災力の強

化を図る。 

この事業により、地域住民自らが自

助・共助の精神を養い、防災対策に取り

組むことで、災害に強い地域の形成が期

待できることから、“住みたくなる・暮

らしやすいまちづくり”の実現に必要で

ある。 

  

【事業名】 

地震被害軽減化促進事

業 

【事業内容】 

危険な塀などの撤去及

び撤去に伴う生垣の築

造や木造住宅の耐震診

断及び耐震補強工事に

対する経費の一部を補

助する。 

【実施時期】 

平成 8年度～ 

小田原市  危険な塀などの撤去及び撤去に伴う

生垣の築造や木造住宅の耐震診断及び

耐震補強工事に対する経費の一部を補

助し、地震被害を軽減化していく。 

この事業により、地震に強い安全なま

ちづくりを推進することが期待できる

ことから、“住みたくなる・暮らしやす

いまちづくり”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

防災マップ作成事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

津波避難施設指定事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 小田原市  おだぴよ子育て支援センターは、小田  再掲 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

都市廊（魅力ある

商店街づくり事

業） 

【事業内容】 

まちづくりルー

ルの検討や空き

店舗等の利活用

などを進める。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

小田原市、民

間事業者 

魅力ある商店街づくりを推進すること

により、回遊性や利便性、地域コミュ

ニティの再生などに配慮した、歩いて

楽しい、快適で魅力的な街なか空間づ

くりを進める。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きたく

なるまち” の実現に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（身近な

公園等整備事業） 

【実施時期】 

平成 26～28年度 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

（３）に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

おだぴよ子育て支援セ

ンター運営事業 

【事業内容】 

子育て支援センターを

開設し、育児相談、子

育て広場の運営を行う

とともに、子育て情報

を発信する。 

【実施時期】 

平成 23年度～ 

原駅西口から徒歩3分の立地にある子育

て拠点としての役割を担う施設で、親子

で自由に過ごすことやお母さんのリフ

レッシュ、仲間づくりができるコミュニ

ティなど、立地を活かした利用しやすい

都市型子育て支援施設として、“住みた

くなる・暮らしやすいまち”の実現に必

要である。 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）～（２）②略 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

  （４）から移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

都市廊（魅力ある

商店街づくり事

業） 

【事業内容】 

まちづくりルー

ルの検討や空き

店舗などの利活

用を進める。 

【実施時期】 

平成 25年度～ 

小田原市、民

間事業者 

魅力ある商店街づくりを推進すること

により、回遊性や利便性、地域コミュ

ニティの再生などに配慮した、歩いて

楽しい、快適で魅力的な街なか空間づ

くりを進める。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きたく

なるまち” の実現に必要である。 
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【事業名】 

Takenohana カフ

ェ 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

海水浴場管理運

営事業（御幸の

浜） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

ウォーキングタ

ウン小田原（無尽

蔵プロジェクト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

ぐるりん小田原

（レンタサイク

ル事業）  

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原☆ウォー

カー（ウォークラ

リー） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

街かど博物館体

験ツアー 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原城門番事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

文学のまちづく

り（無尽蔵プロジ

ェクト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市民による芸術

文化創造事業（無

尽蔵プロジェク

ト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原宿なりわ

い交流館管理運

営事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

観光案内所運営

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

Takenohana カフ

ェ 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

海水浴場管理運

営事業（御幸の

浜） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

ウォーキングタ

ウン小田原（無尽

蔵プロジェクト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

ぐるりん小田原

（レンタサイク

ル事業）  

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原☆ウォー

カー（ウォークラ

リー） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

街かど博物館体

験ツアー 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原城門番事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

文学のまちづく

り（無尽蔵プロジ

ェクト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市民による芸術

文化創造事業（無

尽蔵プロジェク

ト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原宿なりわ

い交流館管理運

営事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

観光案内所運営

事業 

（略） （略） （略） （略） 
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【事業名】 

街かどお休み処

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

観光ガイド事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原ニューツ

ーリズムプロジ

ェクト 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

商店街街路灯電

気料補助事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

商店街フェア 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

高校生チャレン

ジショップ 

【事業内容】 

中心市街地の商

店会の空き店舗

を活用し、高校生

が商業実地就業

体験としてショ

ップを運営する。 

【実施時期】 

平成 16～25年度 

チャレンジシ

ョップ推進協

議会 

県立高校 3校による高校生チャレンジ

ショップの運営を小田原銀座商店会が

支援し、本市商業を担う人材の育成と

回遊性向上を図る。 

この事業により、中心市街地への回遊

客を増加させ、にぎわいと活力を生み

出すことは商店街の再生を推進し、“住

みたくなる･暮しやすいまち”を実現す

る事業として必要である。 

  

【事業名】 

持続可能な商店

街づくり事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

らくらくカエル

便（宅配事業） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

若手クリエイタ

ー育成支援事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

梅まつり菓子展

示会 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原駅周辺主

要商店街流動客

調査 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

街かどお休み処

事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

観光ガイド事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原ニューツ

ーリズムプロジ

ェクト 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

商店街街路灯電

気料補助事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

商店街フェア 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

高校生チャレン

ジショップ 

【事業内容】 

中心市街地の商

店会の空き店舗

を活用し、高校生

が商業実地就業

体験としてショ

ップを運営する。 

【実施時期】 

平成 16年度～ 

チャレンジシ

ョップ推進協

議会 

県立高校 3校による高校生チャレンジ

ショップの運営を小田原銀座商店会が

支援し、本市商業を担う人材の育成と

回遊性向上を図る。 

この事業により、中心市街地への回遊

客を増加させ、にぎわいと活力を生み

出すことは商店街の再生を推進し、“住

みたくなる･暮しやすいまち”を実現す

る事業として必要である。 

  

【事業名】 

持続可能な商店

街づくり事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

らくらくカエル

便（宅配事業） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

若手クリエイタ

ー育成支援事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

梅まつり菓子展

示会 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原駅周辺主

要商店街流動客

調査 

（略） （略） （略） （略） 



12 

 

【事業名】 

街かど博物館整

備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

農業まつり 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小 田 原 ・ 箱 根

「木・技・匠」の

祭典（前 小田

原・箱根木製品フ

ェア） 

【事業内容】 

小田原の木製品

業界をあげて取

り組む、小田原の

木製品を広く発

信するためのイ

ベントを開催す

る。 

【実施時期】 

平成 12年度～ 

小田原・箱根

「木・技・匠」

の祭典実行委

員会（前 小

田原・箱根木

製品フェア実

行委員会） 

小田原の木製品に触れるコーナーや製

作体験を行う「ふれあい広場」、木製品

の産地工芸品を広く発信する「木のク

ラフトコンペ」、さまざまな木製品が揃

う「（仮）箱根物産木工市」のほか、木

製品器類使用方法の消費者への提案

や、木製品の製作実演を通して職人と

消費者の交流を図るなど、小田原の木

製品の価値を発信し、技術向上・商品

開発・販路開拓に繋げていくイベント

である。 

今年度は小田原地下街のオープンを記

念して、地下街のクリエイターゾーン

を中心に実施することから、中心市街

地への集客が見込めること、また、小

田原の地場産品である木製品産業の振

興を図ることから“訪れたくなる・歩

きたくなるまち”の実現に必要である。 

  

【事業名】 

小田原おでん祭

り 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原おでんサ

ミット 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

中心市街地商店

街実態調査 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原駅周辺流

動客調査 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

おだわら街なか

起業家支援セン

ター管理運営事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原ブランド

元気プロジェク

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

街かど博物館整

備事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

農業まつり 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原・箱根木製

品フェア 

【事業内容】 

小田原の木製品

業界をあげて取

り組む、小田原の

木製品を広く発

信するためのイ

ベントを開催す

る。 

【実施時期】 

平成 12年度～ 

小田原・箱根

木製品フェア

実行委員会 

小田原の木製品の情報発信を行う「ふ

れあい広場」、技術の向上を図る「木の

クラフトコンペ」、さまざまな木製品が

揃う「木工屋さん通り」のほか、木工

に関する体験や若手職人の作品展示を

実施し、小田原の木製品の価値を発信

し、販路開拓に繋げていくイベントで

ある。 

今年度は市民会館にて開催することか

ら、中心市街地への集客が見込めるこ

と、また、小田原の地場産品である木

製品産業の振興を図ることから“訪れ

たくなる・歩きたくなるまち”の実現

に必要である。 

 

 

 

 

  

【事業名】 

小田原おでん祭

り 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原おでんサ

ミット 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

中心市街地商店

街実態調査 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原駅周辺流

動客調査 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

おだわら街なか

起業家支援セン

ター管理運営事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原ブランド

元気プロジェク

（略） （略） （略） （略） 
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ト 

【事業名】 

ものづくり・デザ

イン・アート（無

尽蔵プロジェク

ト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原マルシェ

常設店「マルげん

商店」 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

「小田原経営塾」

開催事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市民文化祭 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

城下町おだわら

ツーデーマーチ 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原城北條六

斎市 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原映画祭 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市民による小田

原音楽フェステ

ィバル 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原城ミュー

ジックストリー

ト 

【事業内容】 

小田原城周辺に

ストリート会場

を数箇所設け、多

様なジャンルの

音楽を演奏する。 

【実施時期】 

平成 19年度～ 

小田原城ミュ

ージックスト

リート実行委

員会  

小田原駅と小田原城二の丸広場を結ぶ

通り、商店街に「ストリート会場」を

設け、多様な音楽芸術があふれる空間

を創出する。 

この事業により、年間を通して商店街

などのイベントに協力するなど人が憩

い、にぎわうことで、活力あるまちづ

くりに寄与することから、“訪れたくな

る・歩きたくなるまち”の実現に必要

である。 

【支援措置】 

地域づくり活動

促進事業費交付

金 

【実施時期】 

平成 25年度 

 

 

【事業名】 

小田原マルシェ 

（略） （略） （略） （略） 

ト 

【事業名】 

ものづくり・デザ

イン・アート（無

尽蔵プロジェク

ト） 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原マルシェ

常設店「マルげん

商店」 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

「小田原経営塾」

開催事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市民文化祭 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

城下町おだわら

ツーデーマーチ 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原城北條六

斎市 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原映画祭 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

市民による小田

原音楽フェステ

ィバル 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小田原城ミュー

ジックストリー

ト 

【事業内容】 

小田原城周辺に

ストリート会場

を数箇所設け、多

様なジャンルの

音楽を演奏する。 

【実施時期】 

平成 19年度～ 

小田原城ミュ

ージックスト

リート実行委

員会  

小田原駅と小田原城二の丸広場を結ぶ

通り、商店街に「ストリート会場」を

設け、多様な音楽芸術があふれる空間

を創出する。 

この事業により、年間を通して商店街

などのイベントに協力するなど人が憩

い、にぎわうことで、活力あるまちづ

くりに寄与することから、“訪れたくな

る・歩きたくなるまち”の実現に必要

である。 

  

【事業名】 

小田原マルシェ 

（略） （略） （略） （略） 



14 

 

【事業名】 

小田原まちなか

市場 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

オダワラ・ソウル

フード・フェステ

ィバル 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

一店逸品運動 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小便小僧を活用

した回遊促進事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

郷土学習推進事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

おだわらっ子ド

リームシアター 

（略） （略） （略） （略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現するための

位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

小田原宿観光回

遊バス運行事業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

駐車場整備計画

の見直し事業 

【事業内容】 

中心市街地にお

ける駐車需要を

把握し、適切な駐

車施策を図るた

めの駐車場整備

計画を見直す。 

【実施時期】 

平成 26～27年 

小田原市 中心市街地のさまざまな活性化方策

やお城通り地区再開発事業、地下街再

生、芸術文化創造センターなどの各種計

画に基づく駐車場の需要・供給バランス

を勘案し、将来的な需給予測など検証

し、駐車場整備計画を見直す。 

平成 26 年度策定予定の駐車場整備計

画に基づき、平成 27 年度に公共駐車場

の利便性向上及び小田原駅東口ロータ

リー周辺への車の流入を抑制するため、

駐車場誘導システムの導入を実施する。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きた

くなるまち”の実現に必要である。 

【支援措置】 

社会資本整備総

合交付金（暮ら

し・にぎわい再生

事業） 

【実施時期】 

平成 26～27年度 

 

 

【事業名】 

小田原まちなか

市場 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

オダワラ・ソウル

フード・フェステ

ィバル 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

一店逸品運動 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

小便小僧を活用

した回遊促進事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

郷土学習推進事

業 

（略） （略） （略） （略） 

【事業名】 

おだわらっ子ド

リームシアター 

（略） （略） （略） （略） 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現するための

位置付け及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

小田原宿観光回

遊バス運行事業 

（略） （略） （略） （略） 

（４）から移設 
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（２）②～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

（２）①に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【事業名】 

ぐるりん小田原

（レンタサイク

ル事業）  

（略） （略） （略） （略） 

 

資料 ４から８までに掲げる事業及び措置の実施個所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

中心市街地の活性化を実現する 

ための位置付け及び必要性 

国以外の支援措

置の内容及び実

施時期 

その他の

事項 

【事業名】 

駐車場整備計画

の見直し事業 

【事業内容】 

中心市街地にお

ける駐車需要を

把握し、適切な駐

車施策を図るた

めの駐車場整備

計画を見直す。 

【実施時期】 

平成 27年度～ 

小田原市 中心市街地のさまざまな活性化方策

やお城通り地区再開発事業、地下街再

生、芸術文化創造センターなどの各種計

画に基づく駐車場の需要・供給バランス

を勘案し、将来的な需給予測など検証

し、駐車場整備計画を見直す。 

この事業は、“訪れたくなる・歩きた

くなるまち”の実現に必要である。 

  

  

【事業名】 

ぐるりん小田原

（レンタサイク

ル事業）  

（略） （略） （略） （略） 

 

資料 ４から８までに掲げる事業及び措置の実施個所 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

■小田原市中心市街地活性化協議会の経過 

平成 25年 5月 7日 

 

第 14回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 24年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 25年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○規約改正について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画認定の報告について 

平成 25年 7月 24日 第 15回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原市中心市街地活性化基本計画認定後の状況報告について 

平成 25年 10月 17日 第 16回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○小田原地下街再生事業について 

○高崎市中心市街地視察研修会報告について 

○インターネットによる来街者調査報告について 

平成 26年 1月 28日 第 17回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○会長の選任について 

○合同会社まち元気小田原について 

平成 26年 4月 28日 第 18回 小田原市中心市街地活性化協議会 

○平成 25年度事業報告並びに収支決算について 

○平成 26年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

○小田原市中心市街地活性化基本計画フォローアップについて 

○小田原市中心市街地活性化基本計画変更について 

 

■小田原市中心市街地活性化協議会の委員構成  

  NO 
構成員 

区分 法令根拠 
団体名 団体役職名 

◎ 1 

小田原箱根商工会議所 

副会頭 

経済活力の向上 法第 15条第 1項    

 

○ 

2 
中心市街地活性化 

特別委員会委員長 

3 （一財）小田原市事業協会 代表理事 都市機能の増進 法第 15条第 1項 

 4 小田原市 副市長 市町村 法第 15条第 4項 

 5 小田原市土木建設協同組合 理事長 市街地の整備改善 法第 15条第 4項 

○ 6 小田原市商店街連合会 会長 
商業者 法第 15条第 4項 

 7 小田原市大型店連絡協議会 会長 

 8 小田原市自治会総連合 会長 

市民 法第 15条第 4項 
 9 

小田原市自治会総連合緑地区自

治会連合会 
代表 

 10 小田原市消費者の会   
消費者 法第 15条第 4項 

 11 市民代表   

 12 東日本旅客鉄道（株） 小田原駅長   

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

■小田原市中心市街地活性化協議会の経過 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小田原市中心市街地活性化協議会の委員構成  

  NO 
構成員 

区分 法令根拠 
団体名 団体役職名 

◎ 1 

小田原箱根商工会議所 

副会頭 

経済活力の向上 法第 15条第 1項   

  

○ 

2 
都市基盤整備 

委員長 

3 （一財）小田原市事業協会 理事長 都市機能の増進 法第 15条第 1項 

 4 小田原市 副市長 市町村 法第 15条第 4項 

 5 小田原市土木建設協同組合 理事長 市街地の整備改善 法第 15条第 4項 

○ 6 小田原市商店街連合会 会長 
商業者 法第 15条第 4項 

 7 小田原市大型店連絡協議会 会長 

 8 小田原市自治会総連合 会長 

市民 法第 15条第 4項 
 9 

小田原市自治会総連合緑地区自 

治会連合会 
代表 

 10 小田原市消費者の会   
消費者 法第 15条第 4項 

 11 市民代表   

 12 東日本旅客鉄道（株） 小田原駅長   
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 13 箱根登山鉄道（株） 代表取締役社長 交通事業者 法第 15条第 8項 

 14 
（社）神奈川県タクシー協会小田

原支部 
副支部長 

 15 小田原市老人クラブ連合会 会長 都市福利施設整備

事業者 
法第 15条第 4項 

 16 小田原市保育会 会長 

 17 （社福）小田原市社会福祉協議会 会長 医療福祉 法第 15条第 8項 

◆ 18 さがみ信用金庫 専務理事 地域経済 法第 15条第 8項 

 19 （同）まち元気小田原 代表社員 地域経済 法第 15条第 1項 

◎…会長、○…副会長、◆…監事                       ※平成 26年 4月現在 

 

 

 13 箱根登山鉄道（株） 代表取締役社長 交通事業者 法第 15条第 8項 

 14 
（社）神奈川県タクシー協会小田

原支部 
副支部長 

 15 小田原市老人クラブ連合会 会長 都市福利施設整備

事業者 
法第 15条第 4項 

 16 小田原市保育会 会長 

 17 （社福）小田原市社会福祉協議会 会長 医療福祉 法第 15条第 8項 

◆ 18 さがみ信用金庫 常務理事 地域経済 法第 15条第 8項 

 19 （同）まち元気小田原 代表社員 地域経済 法第 15条第 1項 

◎…会長、○…副会長、◆…監事                       ※平成 25年 2月現在 

 

 

 


